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○郡上市自然環境保護条例施行規則 

平成16年３月１日規則第110号 

郡上市自然環境保護条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、郡上市自然環境保護条例（平成16年郡上市条例第138号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（自然環境保護協定の締結を必要とする地域） 

第２条 条例第８条の規定により自然環境保護協定の締結を必要とする地域は、条例第５

条に規定する自然環境保護地区のほか、本市の全域とする。 

（自然環境保護協定の締結を要する行為等） 

第３条 条例第８条に規定する規則で定める開発行為及びその基準は、次に掲げるとおり

とする。 

(１) 宅地、別荘地等の分譲地の造成にあっては、面積がおおむね1,000平方メートル

以上のもの 

(２) 車道及び水路の開設にあっては、総延長がおおむね200メートル以上のもの 

(３) 工作物 

ア 建築物にあっては、高さがおおむね13メートル以上で、かつ、床面積の合計がお

おむね1,000平方メートル以上のもの 

イ 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するものにあっては、高さがおおむね30メー

トル以上のもの 

ウ その他の工作物にあっては、高さがおおむね13メートル以上で、かつ、水平投影

面積がおおむね1,000平方メートル以上のもの 

(４) その他著しく土地の形質を変更するものにあっては、面積がおおむね1,000平方

メートル以上のもの 

(５) 前各号に掲げるもののほか、当該開発行為を行うことにより、又は当該関連事業

により自然環境の保護に及ぼす影響が大きいと市長が認めたもの 

（協議申出書） 

第４条 条例第８条の規定により自然環境保護協定を締結しようとする者は、開発事業協

議申出書（様式第１号）を市長に提出し、市長と協議するものとする。 

２ 前項の規定による協議の内容は、市長が定めるところによる。 

（協定書） 

第５条 条例第８条の規定による自然環境保護協定の締結は、自然環境保護協定書（様式

第２号）によるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により自然環境保護協定を締結する場合において、必要があると

認めるときは、事業者から確約書（様式第３号）を提出させることができる。 

附 則 

この規則は、平成16年３月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 

 


